
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

一

四

号

毎
月
勤
労
統
計
調
査
で
賃
金
の
変
化
率
の
把
握
に
用
い
る
べ
き
デ
ー
タ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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毎
月
勤
労
統
計
調
査
で
賃
金
の
変
化
率
の
把
握
に
用
い
る
べ
き
デ
ー
タ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
一
月
十
一
日
に
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
い
て
全
数
調
査
す
る
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
一
部
抽
出
調
査
で
行
っ

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
、
こ
れ
ま
で
の
毎
月
勤
労
統
計
が
不
正
な
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
公
表

し
、
過
去
の
確
定
し
た
デ
ー
タ
の
再
集
計
、
公
表
を
行
う
と
と
も
に
、
再
集
計
値
に
基
づ
く
追
加
給
付
を
実
施
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
月
二
十
二
日
に
は
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
等
に
関
す
る
特
別
監
察
委
員
会
に
よ
り
「
毎
月
勤
労
統
計
調

査
を
巡
る
不
適
切
な
取
扱
い
に
係
る
事
実
関
係
と
そ
の
評
価
等
に
関
す
る
報
告
書
」
が
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

厚
生
労
働
省
が
作
成
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
掲
載
し
て
い
る
「
毎
月
勤
労
統
計：

賃
金
デ
ー
タ
の
見
方
」
で
、
「
景
気
指

標
と
し
て
の
賃
金
変
化
率
は
、
『
継
続
標
本
（
共
通
事
業
所
）
に
よ
る
前
年
同
月
比
』
を
重
視
し
て
い
く
」
と
さ
れ
て
い
る

の
で
、
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査

平
成
三
十
年
十
一
月
分
結
果
確
報
」
（
以
下
、
十
一
月
分
確
報
と
い
う
。
）
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
現
金
給
与
総
額
（
名
目
賃
金
）
の
前
年
比
は
、
「
継
続
標
本
（
共
通
事
業
所
）
に
よ
る
前
年
同
月
比
」
の
現
金
給
与

総
額
（
名
目
賃
金
）
の
前
年
同
月
比
の
数
値
に
差
し
替
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
二
〇
一
八

年
六
月
の
名
目
賃
金
の
前
年
比
は
、
二
�
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
、
一
�
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
修
正
す
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。

一



二
�
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
一
�
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
で
す
か
。

二

景
気
指
標
と
し
て
賃
金
変
化
率
で
あ
る
実
質
賃
金
の
前
年
比
に
関
し
て
、
「
継
続
標
本
（
共
通
事
業
所
）
に
よ
る
前
年
同

月
比
」
か
ら
算
出
で
き
る
、
二
〇
一
八
年
一
月
か
ら
十
一
月
の
各
月
の
実
質
賃
金
の
前
年
比
を
示
し
て
下
さ
い
。
そ
の
上

で
、
十
一
月
分
確
報
で
示
さ
れ
て
い
る
実
質
賃
金
の
前
年
比
と
比
較
し
、
ど
ち
ら
が
景
気
指
標
と
し
て
賃
金
変
化
率
で
あ
る

実
質
賃
金
の
前
年
比
と
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
か
、
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。

三

二
で
示
し
た
二
〇
一
八
年
一
月
か
ら
十
一
月
の
各
月
の
実
質
賃
金
の
前
年
比
を
、
単
純
に
平
均
し
た
値
を
示
し
て
下
さ

い
。

四

二
〇
一
八
年
一
月
か
ら
十
一
月
の
各
月
の
実
質
賃
金
の
前
年
比
の
平
均
は
、
マ
イ
ナ
ス
で
す
か
、
プ
ラ
ス
で
す
か
。

五

一
及
び
二
を
踏
ま
え
、
十
一
月
分
確
報
の
実
質
賃
金
の
前
年
比
の
数
値
を
、
「
継
続
標
本
（
共
通
事
業
所
）
に
よ
る
前
年

同
月
比
」
か
ら
算
出
で
き
る
、
二
〇
一
八
年
一
月
か
ら
十
一
月
の
各
月
の
実
質
賃
金
の
前
年
比
に
差
し
替
え
る
べ
き
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

六

二
〇
一
五
年
六
月
か
ら
九
月
に
開
催
さ
れ
た
、
「
毎
月
勤
労
統
計
の
改
善
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下
、
検
討
会
と
い

う
。
）
で
は
、
部
分
入
れ
替
え
方
式
（
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
）
の
導
入
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
、
結
論

二



が
出
さ
れ
ま
し
た
か
。

七

検
討
会
で
は
、
労
働
者
数
の
推
計
の
た
め
の
基
準
数
値
（
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
）
の
更
新
に
よ
る
、
労
働
者
構
成
の
ギ
ャ
ッ
プ

の
補
正
、
過
去
の
増
減
率
の
変
更
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
、
結
論
が
出
さ
れ
ま
し
た
か
。

八

六
お
よ
び
七
の
議
論
や
結
論
は
、
そ
の
ま
ま
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
反
映
さ
れ
ま
し
た
か
。
そ
れ
と
も
、
麻
生
大
臣
が
毎

月
勤
労
統
計
の
サ
ン
プ
ル
入
替
え
に
言
及
し
た
、
二
〇
一
五
年
十
月
十
六
日
の
平
成
二
十
七
年
第
十
六
回
経
済
財
政
諮
問
会

議
で
の
議
論
を
経
て
、
議
論
や
結
論
と
は
異
な
る
対
応
と
な
り
ま
し
た
か
。

右
質
問
す
る
。

三


